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令和７年　第９回定例教育委員会 

  

日　時

 

令和７年９月 10 日（水）9時 30 分～11 時 30 分 

  

場　所

 

曽於市役所　本庁３階　第１委員会室 

  

出席者

 

委員５名・事務局５名　　　計 10 名 

出席委員　中　村　涼　一　教育長 

　　　　　川　畑　和　德　委　員 

　　　　　比　良　淳　也　委　員 

長　野　かおり　委　員 

地主園　栄美子　委　員 

事務局　　鶴　田　洋　一　教育総務課長 

畑　添　辰　也　学校教育課長 

　　　　　竹　下　伸　一　生涯学習課長 

田　実　忠　大　教育総務課長補佐兼総務係長 

隅　元　悠　里　教育総務課主事 

 会　　順 審　議　の　結　果　等

 １　開 会　　　　 ◎　教育長 

ただいまから令和７年第９回定例教育委員会を開会します。 

本日は、全委員出席となっております。 

これから本日の会議を開きます。 

　　

 ２　前回の会議録承認　

 

◎　教育長 

令和７年教育委員会第８回の会議録の承認について、議事録

にご異議はございませんか？  

 

◎　委員全員 

　　承認 
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 会　順 審　議　の　内　容　結　果　等

 ３　委員及び教育長からの

報告 

◎ 教育長 

　　　それでは、各委員からの報告に入ります。 

 

◎ 川畑委員 

　　　８月 21～22 日　九州地区市町村教育委員会研修大会 

　　　８月 20 日　民生委員推薦委員会 

 

◎ 比良委員 

　　　８月 21～22 日　九州地区市町村教育委員会研修大会 

　　　９月６日　曽於高等学校体育祭 

 

◎ 長野委員 

　　　８月 21～22 日　九州地区市町村教育委員会研修大会 

 

◎ 地主園委員 

　　　８月 21～22 日　九州地区市町村教育委員会研修大会 

 

◎ 教育長 

　　　スケジュールの通り 

 ４　議事 

⑴ 議案第 31 号　 

末吉小学校校舎改築本体

工事請負契約の締結につい

て 

⑵ 議案第 32 号　 

末吉小学校校舎改築電気

設備工事請負契約の締結に

ついて 

⑶ 議案第 33 号　 

末吉小学校校舎改築機械

設備工事請負契約の締結に

ついて 

 

 

 

 

 

◎ 教育長 

議案第 31 号　末吉小学校校舎改築本体工事請負契約の

締結について、を議題といたします。事務局の説明をお願

いします。 

 

◎ 教育総務課長 

　（議案第 31 号～33 号について資料により一括して説明） 

 

◎ 川畑委員 

　 児童クラブの造成を一緒にできないか 

 

◎ 教育総務課長 

　 児童クラブについてもしなければならないので着手しま

す。図面について児童クラブは別事業だと示すために抜いて

います。造成について一緒にできるところは一緒にしていき

ます。 
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会 順 審 議 の 内 容 結 果 等

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　（賛成反対の討論なし） 

 

◎ 教育長 

これから議案第 31 号についてお諮りいたします。 

採決の方法については、曽於市教育委員会会議規則第 24 

条に従い、挙手によって決します。 

本案を原案のとおり、決する事に賛成の方は、挙手をお

願いします。 

 

◎ 教育委員全員 

（賛成） 

 

◎ 教育長 

全員賛成により議案第 31 号は原案のとおり、可決する　

ことに決しました。 

 

◎ 教育長 

これから議案第 32 号についてお諮りいたします。 

採決の方法については、曽於市教育委員会会議規則第 24 

条に従い、挙手によって決します。 

本案を原案のとおり、決する事に賛成の方は、挙手をお

願いします。 

 

◎ 教育委員全員 

（賛成） 

 

◎ 教育長 

全員賛成により議案第 32 号は原案のとおり、可決する　

ことに決しました。 

 

◎ 教育長 

これから議案第 33 号についてお諮りいたします。 

採決の方法については、曽於市教育委員会会議規則第 24 

条に従い、挙手によって決します。 

本案を原案のとおり、決する事に賛成の方は、挙手をお

願いします。 
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会 順 審 議 の 内 容 結 果 等

  

 

 

 

 

 

 

⑷ 議案第 34 号　 

財部中央公民館改修本体

工事請負契約の変更につい

て 

◎ 教育委員全員 

（賛成） 

 

◎ 教育長 

全員賛成により議案第 33 号は原案のとおり、可決する　

ことに決しました。 

 

◎ 教育長 

議案第 34 号　財部中央公民館改修本体工事請負契約の

変更について、を議題といたします。事務局の説明をお願

いします。 

 

◎ 生涯学習課長 

　（資料により説明） 

 

◎ 比良委員 

　　この穴は何でしょうか？ 

 

◎ 生涯学習課長 

　　電気のコード、空調、２階に調理場があったため排水口

とかで穴を掘った。継続して利用するためには穴を塞ぐ必

要があります。 

 

◎ 長野委員 

　　契約上、このような欠陥が発覚した場合、工事業者にな

にかないのでしょうか？ 

 

◎ 生涯学習課長 

　　法律上、瑕疵 10 年とありますが 50 年経っており、施工

業者が廃業しており責任が取れない。 

 

◎ 長野委員 

　　途中で改修が見つかった箇所が出てきた、今後それ以外

に劣化が予想される箇所はないのか、２階に図書館を置く

将来的な蔵書量を考えた時本当に大丈夫なのか？ 
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会 順 審 議 の 内 容 結 果 等

  

◎ 生涯学習課長 

　　内部解体が終わった後、工事管理者が中を調べておりま

す。穴だけでなく小さなヒビ割れもあり全て補修します。 

　　図書館の閉架書架を受ける梁についても補強工事を追

加します。 

 

◎ 長野委員 

　　建物自体が古いので、定期的な点検の計画は？ 

 

◎ 生涯学習課長 

　　定期的な点検は計画に入れていませんが、ある程度 10

年、15 年経った時には見ていく必要があります。施設全体

の考え方として引き継いでいきます。 

 

◎ 川畑委員 

　　開館スケジュールできらめきセンターを仮設公民館と

して使うとなっていますが、R7.6～R7.11 開館、R7.12～

R8.3 閉館、閉館後は仮設公民館はどこにいくのか？ 

 

◎ 生涯学習課長 

　　この間は外構が入る関係で入っていけないので使えな　　　　　

いことになります。４月になると総合大学の申し込み等あ

るので５月の開館までは仮できらめきセンターの中に置

きます。 

 

◎ 川畑委員 

　　閉館が長期になる場合、利用施設等の申込みはどうなる

のか。公民館業務に支障が出ないだろうか？ 

 

◎ 生涯学習課長 

　　この間は電話だけは大丈夫です。公民館の業務としては

管理人がいて部屋の貸出の業務だけを行っています。市民

に迷惑がかからない形でやっていきます。 
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会 順 審 議 の 内 容 結 果 等

  

◎ 長野委員 

　　閉館中の本の貸出についてはどうなったでしょうか？ 

 

◎ 生涯学習課長 

　　財部支所で一週間に１回土曜日に来てもらって受取、返

却ができないか検討しています。 

 

　（賛成反対の討論なし） 

 

◎ 教育長 

これから議案第 34 号についてお諮りいたします。 

採決の方法については、曽於市教育委員会会議規則第 24 

条に従い、挙手によって決します。 

本案を原案のとおり、決する事に賛成の方は、挙手をお

願いします。 

 

◎ 教育委員全員 

（賛成） 

 

◎ 教育長 

全員賛成により議案第 34 号は原案のとおり、可決する　

ことに決しました。 

 ⑸ 報告第 27 号　 

教育委員会による後援に

ついて 

 

 

 

 

⑹ 報告第 28 号 

　就学指定変更の申し立て

について 

 

 

 

 

◎ 教育長 

報告第 27 号　教育委員会による後援について、を議題と

いたします。事務局の説明をお願いします。 

 

◎ 生涯学習課長補佐 

　（資料により説明） 

 

◎ 教育長 

報告第 28 号　就学指定変更の申し立てについて、を議題

といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

◎ 学校教育課長 

　（資料により説明） 
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会 順 審 議 の 内 容 結 果 等

  

⑺ 報告第 29 号 

区域外就学の願い出の協

議について 

 

 

 

 

長野委員より

 

◎ 教育長 

報告第 29 号　区域外就学の願い出の協議について、を

議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

◎ 学校教育課長 

　（資料により説明） 

 

◎ 長野委員 

　　学校の暑さ対策について、市内の学校で登校日が実施さ

れたか、どのくらい実施されその中でリモート出席などし

た学校があったか 

規則に夏期休業の期間を決めているが今後、夏休み期間

の延長を考えているか 

登校時に空調服の貸出やミストを使うとか学校の暑さ

対策を考えているか 

　　適用期間として新学期の１週間目だけ午前中授業する

など考えているのか　　 

 

◎ 学校教育課長 

　　登校日について８月 21 日のみとしています。リモート

出席については把握していないのでどこも行っていませ

ん。夏期休業の期間について検討はまだ行っていません。 

 

◎ 教育総務課長 

　　空調服については検討していません。ミストについては

体育祭、運動会の時期に導入している学校を見かけたこと

があります。今使っているかは調査していません。学校の

予算で行っています。 

 

◎ 学校教育課長 

　　教育課程の話ですので学校長判断となります。校長研修

会等で事例を出しながら進めていきたい。 
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会 順 審 議 の 内 容 結 果 等

 ５　その他 

　ア　各課からの報告 

 

 

 

 

◎ 教育長 

その他、各課からの報告をお願いします。 

 

◎ 教育総務課長 

　・末吉小安全祈願祭 

　・総合教育会議 

　・議会一般質問 

 

◎ 学校教育課 

　・運動会 14 校 

　・いじめ重大事態に係る調査委員会 10 月２日 

 

◎ 生涯学習課長 

・８月 17 日　鶴岡市事後研修 

・８月 17 日～19 日　リーダー研修 12 名 

　・７月～８月 19 日　シアトル研修６名 

・８月 24 日　桂　竹丸落語 417 人　　 

　・９月 23 日　UDe-Sports 大会 少年の主張スピーチ大会 

　・９月 27 日　映画上映 小学校～それは小さな社会～ 

　・９月 28 日　ゲートウェイ・ゾリステン 2025 

　・８月 29 日　さんぺい２号故障　１台で運行 

2 回/月→1回/月 

 イ ９月・10 月の行事予定 ◎ 教育長 

  ９・10 月の行事予定についてお願いします。 

 

◎ 教育総務課長 

　（行事予定表にて説明） 

 ６　委員から提出された動

議の討論等

◎ 教育長 

   委員から出された動議・討論はございません。

 ７　閉会 ◎ 教育長 

　　以上で、令和７年第９回定例教委員会を閉会いたしま　

す。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 時 30 分閉会 
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会 順 審 議 の 内 容 結 果 等

 会議録の承認署名

  

 

教育長　　：　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

委　員 　 :　　　　　　　　　　　　　　　 

 


